
水防災意識社会実現に向けた取り組み方針の検討

●トップセミナーの開催
各圏域単位で首長、土木事務所長（河川管理者）、その他関係機関により「トップセミナー」として毎年開催。ホットライ
ン等の取り組みについて共有・確認。 (H29.５/8）

※「水防災意識社会 再構築ビジョン」の取り組みを「湖東圏域水害・土砂災害に強い地域づくり協議会」の枠組みを利用して進めていくにあたり、協議会構成員や規約等の改正を合わせて行う予定です。

氾濫することを前提として社会全体で常に洪水にそなえる「水防災意識社会」の再構築を目的に、都道府県、市町村、水防管
理団体および当該河川の河川管理者等からなる協議会等を設置して減災のための目標を共有し、ハード対策とソフト対策を一
体的、総合的、計画的に進める。

取組のスケジュール

協議会の進め方（国交省通達より）
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湖東圏域での取組み

「水防災意識社会 再構築ビジョン」の対策の基本方針

「水防災意識社会 再構築ビジョン」の都道府県等管理河川での取組の進め方

出典：中小河川等における水防災意識社会の再構築のあり方について（答申）

●取組方針策定
湖東圏域水害・土砂災害に強い地域づくり協議会において議論
(H29.3/24)。トップセミナーにて説明（H29.5/8)。

）
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水防法等の改正について

水防法等の一部を改正する法律案
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※ 2/10閣議決定、記者発表資料


